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○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
八
十
二
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
八
十
二
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会

十
四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会

及
び
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
（
当
該
金
融
商
品

及
び
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
有
無
（
加
入
し

取
引
契
約
が
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
認
定
業
務
（
法
第
七
十
九
条
の

、
又
は
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団
体
に
限
る
。
）
の
有
無
（
加
入
し

、
又
は
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

（
取
引
残
高
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
取
引
残
高
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
一
条

取
引
残
高
報
告
書
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

第
百
十
一
条

取
引
残
高
報
告
書
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

有
価
証
券
又
は
金
銭
の
受
渡
し
を
伴
わ
な
い
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の

（
新
設
）

取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）

を
行
う
場
合

六

（
略
）

五

（
略
）
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（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
百
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

満
た
す
場
合

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
（

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て

事
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九

事
故
及
び
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧

（
新
設
）

客
と
の
間
で
顧
客
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
と
な
る
額
が
定
ま
っ
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
（
前
各
号
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
と
な
る
額

が
千
万
円
（
ロ
に
規
定
す
る
委
員
会
が
司
法
書
士
で
あ
る
委
員
の
み
に
よ

り
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
額
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ

イ
の
支
払
が
事
故
に
よ
る
損
失
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
内
部
に
設
け
ら
れ
た
委
員
会

（
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
複
数
の
委
員
（
事
故
に
係
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る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
顧
客
と
特
別
の
利
害
関
係
の
な
い
弁
護
士

又
は
司
法
書
士
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
）
に
お
い
て
調
査
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

九

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

十

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、
一
日
の
取
引
に
お
い

げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、
一
日
の
取
引
に
お
い

て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又

て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又

は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き

は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き

。

（
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

十

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る

十
一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ

行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
（
法
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四

る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
（
法
第
四
十
六
条
の
二
、
第

十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
又
は
顧
客
の
注
文
の

四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
又
は
顧
客
の
注
文

内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

２

前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行

２

前
項
第
十
号
の
利
益
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行

為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
又

為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
又

は
ニ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
十
号
に

は
ニ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
十
一
号

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利

の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

益
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲

お
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に

げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い

対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又

で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は

は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提

約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は

供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
百
二
十
一
条
各
号
に
掲
げ

約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
百
二
十
一
条

る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
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各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故

本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該

の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務

所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務

局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財

は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ

務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
に
お
け
る
信
用
の
供
与
を
条
件
と
し
た
有
価
証
券
の
売

（
信
用
の
供
与
を
条
件
と
し
た
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
の
禁
止
の
例
外
）

買
の
受
託
等
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
四
十
八
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
百
四
十
八
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
規

定
め
る
も
の
は
、
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

の
受
託
等
を
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の

て
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す

と
す
る
。

べ
て
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

証
票
等
（
証
票
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。

一

証
票
等
（
証
票
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。

第
百
四
十
九
条
の
二
第
一
号
イ
及
び
第
二
百
七
十
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同

第
二
百
七
十
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
し
、
又
は
通
知
し
た

じ
。
）
を
提
示
し
、
又
は
通
知
し
た
個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等

個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人

を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
が
当
該
有
価
証
券
の
対
価
に
相
当
す
る

が
当
該
有
価
証
券
の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
二
月
未
満
の
期
間
内
に
一
括
し

額
を
二
月
未
満
の
期
間
内
に
一
括
し
て
支
払
い
、
当
該
額
が
金
融
商
品
取
引

て
支
払
い
、
当
該
額
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を

業
者
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

行
う
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

。
）
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
有
価
証
券
の
売
買
が
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
顧
客

三

当
該
有
価
証
券
の
売
買
が
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧

か
ら
金
銭
を
預
か
り
、
当
該
金
銭
を
対
価
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
日

客
か
ら
金
銭
を
預
か
り
、
当
該
金
銭
を
対
価
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
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に
お
い
て
当
該
顧
客
に
有
価
証
券
を
継
続
的
に
売
り
付
け
る
契
約
で
あ
っ
て

日
に
お
い
て
当
該
顧
客
に
有
価
証
券
を
継
続
的
に
売
り
付
け
る
契
約
で
あ
っ

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
で

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の

あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄

ロ

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄

託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還
金
の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発

託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還
金
の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発

生
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他
の

生
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他

預
り
金
と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

の
預
り
金
と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

他
の
顧
客
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に
は

ハ

他
の
顧
客
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に

、
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に
つ
き
回
記
号
及
び
番
号
が
特
定
さ
れ

は
、
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に
つ
き
回
記
号
及
び
番
号
が
特
定
さ

た
と
き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る
こ

れ
た
と
き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る

と
が
確
定
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

こ
と
が
確
定
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ニ

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
金
融

ニ

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
金
融

商
品
取
引
業
者
と
顧
客
が
共
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
他
の
有
価

商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
が
共
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
他
の
有

証
券
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

価
証
券
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

（
登
録
金
融
機
関
に
お
け
る
信
用
の
供
与
を
条
件
と
し
た
有
価
証
券
の
売
買
の

受
託
等
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
四
十
九
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
で
定
め
る
も
の
は
、
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
有
価
証
券
の

売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す

も
の
と
す
る
。
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一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

証
票
等
を
提
示
し
、
又
は
通
知
し
た
個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受

託
等
を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
が
当
該
有
価
証
券
の
対
価
に
相

当
す
る
額
を
二
月
未
満
の
期
間
内
に
一
括
し
て
支
払
い
、
当
該
額
が
登
録

金
融
機
関
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

登
録
金
融
機
関
と
預
金
又
は
貯
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締

結
す
る
個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、

当
該
契
約
に
付
随
し
た
貸
付
け
を
行
う
契
約
に
基
づ
き
当
該
個
人
に
対
し

当
該
有
価
証
券
の
対
価
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
の
貸
付
け
（
一

月
以
内
に
返
済
を
受
け
る
貸
付
け
に
限
る
。
）
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。

二

同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
が
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ

と
。

三

当
該
有
価
証
券
の
売
買
が
累
積
投
資
契
約
（
登
録
金
融
機
関
が
顧
客
か
ら

金
銭
を
預
か
り
、
当
該
金
銭
を
対
価
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
日
に
お

い
て
当
該
顧
客
に
有
価
証
券
を
継
続
的
に
売
り
付
け
る
契
約
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ

有
価
証
券
の
買
付
け
の
方
法
と
し
て
、
当
該
有
価
証
券
の
種
類
及
び
買

付
け
の
た
め
の
預
り
金
の
充
当
方
法
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ロ

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄

託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還
金
の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発
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生
し
た
登
録
金
融
機
関
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他
の
預
り

金
と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

他
の
顧
客
又
は
登
録
金
融
機
関
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に
は
、
顧

客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に
つ
き
回
記
号
及
び
番
号
が
特
定
さ
れ
た
と

き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
が

確
定
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ニ

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
登
録

金
融
機
関
と
顧
客
が
共
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
他
の
有
価
証
券

と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

顧
客
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
に
は
解
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
の
条
件
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
の
条
件
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約

の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満

る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
及
び
第
百
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す

た
す
も
の
を
除
く
。
）

べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

二

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

二

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商

品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第

品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
つ
て
す
る
も
の
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の

三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
つ
て
す
る
も
の
及
び
第
百
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
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す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
百
七
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条

第
二
百
七
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条

第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

満
た
す
場
合

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
第

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
第

三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
が
顧
客
を

同
じ
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

代
理
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九

事
故
及
び
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等

（
新
設
）

及
び
金
融
商
品
仲
介
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
顧
客
に
対
し
て
支
払
い
を
す
る

こ
と
と
な
る
額
が
定
ま
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
場
合
（
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
と
な

る
額
が
千
万
円
（
ロ
に
規
定
す
る
委
員
会
が
司
法
書
士
（
第
八
号
イ
の
司

法
書
士
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
委
員
の
み
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
額
）
を
超
え
な
い
こ
と
。
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ロ

イ
の
支
払
が
事
故
に
よ
る
損
失
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
内
部
に
設
け
ら
れ
た
委
員
会

（
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
複
数
の
委
員
（
事
故
に
係

る
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
及
び
顧
客
と
特
別

の
利
害
関
係
の
な
い
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
調
査
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
こ

と
。

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に

九

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に

よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、
一
日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生

よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、
一
日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生

じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る

じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る

財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き
（
前
各
号
に

財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き
。

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

十
一

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に

掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
（
法
第
四
十
六
条
の
二

掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
（
法
第
四
十
六
条
の
二

、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
、
第
二
百
八

、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
、
第
二
百
八

十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
又
は
顧
客
の
注
文

十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
又
は
顧
客
の
注
文

の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

）

２

前
項
第
十
号
の
利
益
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す

２

前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合

行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に

に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除

お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除
す

す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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３

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号

３

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条

三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上

第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利
益

の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利

を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を

益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の

提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の
属

属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
百
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、

す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
百
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、

当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
金
融
商
品
仲

当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
金
融
商
品

介
業
者
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

仲
介
業
者
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合

は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ

。

ば
な
ら
な
い
。


